
第三十三特欝音色

矧和30年法樟篤 144骨附鼻j’~ 1 1唄の嬬愈による弔慰倉般定

雌明書

公務縄 （氏 ．も j

紙助料繍求者｛唱慰金受給者｝

公樹闘との続柄

｛氏名｝

上舵公精蝿の死亡につ脅考上総侠肋料鵬携宥lニ対し，戦備病者嶋没者

遺蛾噂ti纏除仰向郁を依:iE寸る訟撒（昭和 30年法l纏捌 l4 4 ~号｝附制

期 l1 r1の繍窓口よる弔慰金配給すべきものと快慌して（鰍定通知書配帯｝

調時 侍｛ 年 月 割付け｝の弔慰ii.載旋通知帯動

焚付したことを級制する笹

部 R 日

厚生労働大臣 l；印


